
延
宝
期
甲
府
城
下
の
背
負
商
人
の
運
上
と
赦
免
願

「
せ
を
い
商
人
」
あ
る
い
は

「せ
り
商
人
」
と
は
行
商
を
営
む
小
商
人
の
こ

と
で
あ
る
。　
一
七
世
紀
後
半
、
甲
府
城
下
に
は
店
商
人
の
ほ
か
に
こ
れ
ら
背
負

小
商
人
の
活
動
が
ひ
ろ
く
み
ら
れ
た
。
彼
ら
は
城
下
の
ほ
か
周
辺
農
村
を
は
じ

め
在
方
に
出
向
い
て
小
商
売
の
舞
台
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
零
細
な
商
売
に
目

を
向
け
た
板
垣
村
の
玉
屋
甚
兵
衛

。
松
木
五
兵
衛
の
両
名
が
背
負
商
人
の
連
上

を
請
負
い
、
小
商
人
が
運
上
を
上
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
寛
文
六
年

（
一

六
六
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら

一
〇
年
後
の
延
宝
三
年

（
一
六
七
五
）
、

二
年
前
か
ら
の
町
在
不
況
に
も
と
づ
く
商
売
不
振
を
理
由
に
、
惣
背
負
商
人
が

運
上
銭
の
赦
免
を
訴
願
す
る

一
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
小
論
は
こ
の
訴
訟
を
追

い
な
が
ら
、
当
時
の
城
下
と
在
方
と
の
商
業
関
係
を
管
見
す
る
と
と
も
に
、
背

負
商
人
の
実
態
と
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一

浅
野
長
政

・
幸
長
父
子
の
甲
斐
国
領
有
中
の
一
六
世
紀
末
、
甲
府
の
城
下
町

は
ほ
ぼ
形
成
さ
れ
た
と
目
さ
れ
て
い
る
が
、
以
来

一
七
世
紀
中
葉
に
か
け
て
城

下

へ
の
人
口
集
中
が
進
ん
だ
。
寛
文

一
〇
年
盆

六
七
〇
）
の
町
方
人
口
は

一
万

三
七
七
二
人
で
あ
り
、
元
禄
年
間

（
一
六
八
八
十

一
七
〇
三
）
に
は
一
万
四
〇

〇
〇
人
台
の
数
字
で
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
、
漸
減
の
方
向
を
と
っ
て
い
っ
た

田

こ
と
か
ら
み
る
と
、
幕
初
以
来
寛
文
期
に
及
ぶ
こ
の
間
の
町
方
人
日
の
増
大
は

か
な
り
急
速
で
あ

っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

徳
川
綱
重
が
甲
斐
国
河
西

一
五
万
石
を
受
封
し
て
甲
府
城
主
と
な
っ
た
の
は

寛
文
元
年
で
、
綱
豊
に
至
る
そ
の
所
領

は
桜

田
領
、
ま
た
河
東
の
幕
府
直
轄

領

・
旗
本
領
に
対
し
て
河
西
領
と
も
よ
ば
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
甲
府
藩
領
時
代
と

な
っ
て
甲
府
城
下
は
前
代
と
異
な
り
武
家
人
口
が
増
加
し
、
ま
た
農
村
部
か
ら

の
人
口
集
中
に
よ
り
消
費
需
要
は
増
大
し
た
。
た
と
え
ば
米
麦
等
主
食
を
商
う

米
穀
商
人
は
、
元
禄
元
年
に
は
穀
問
屋

一
八
人
、
「店
に
て
穀
売
買
人
」
九
六

十
九
七
人
を
数
え
た
。
領
内
で
は
寛
文
四
年
に
は
じ
ま
る
寛
文
検
地
が
施
行
さ

れ
て
、
農
村
に
お
け
る
小
農
自
立
が
進
展
し
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
白
給
性
の

弱
い
小
農
経
営
が
主
体
と
な
っ
て
、
農
民
の
非
自
給
物
資
の
交
換
関
係
を
拡
大

さ
せ
て
農
村
需
要
が
増
大
し
た
。
こ
の
よ
う
な
小
農
民
の
日
常
的
な
需
要
を
前

提
と
し
て
、
城
下
の
店
商
人
と
同
時
に
、
小
商
人
と
し
て
の
背
負
商
人
の
活
動

は
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
期
に
お
け
る
在
方
農
民
と
甲
府
の
商
業
と
の
か
か
わ
り
を
示
す
も
の

と
し
て
、
断
片
的
な
史
料
で
あ
る
が
寛
文

一
三
年
二
月
に
下
府
中
の
八
日
町
ほ

か
六
町
が
差
出
し
た

「宿
取
改
書
上
」
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
甲
府
を
訪
れ
た
宿

泊
者
の
在
所
や
用
件
な
ど
を
記
録
し
た
書
上
で
、
商
用
の
た
め
の
他
国
商
人
や

弥
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社
寺
参
詣
者
も
み
ら
れ
る
が
、
在
か
ら
の
日
用
品
買
付
け
の
者
が
多
い
。
季
節

に
よ
り
宿
取
人
に
相
違
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
買
付
け
農
民
の
地

域
的
広
範
性
、
買
付
け
商
品
の
多
様
性
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
宿

泊
者
で
あ
る
の
で
、　
一
日
の
行
程
内
に
あ
る
地
域
の
農
民
の
売
買
は
相
当
数
に

及
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
り
、
商
品
経
済
の
展
開
に
よ
る
甲
府
商
人
と
在
方
農
民

の
関
係
は
深
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
れ
を
城
下
周
辺
農
村
の
小
農
民
経
営
の
面
か
ら
み
る
と
、
ま
ず
大
小
切
税

法
に
よ
る
貨
幣
取
得
の
手
段
が
、
原
則
的
に
は
自
給
的
自
然
経
済
を
営
む
農
業

経
営
の
中
で
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
本

来
現
物
貢
租
に
あ
て
ら
れ
る
べ
き
分
を
も
含
め
た
米
穀
類
の
換
金
化
の
ほ
か
、

小
商
品
生
産
と
し
て
の
綿
作

。
綿
布
生
産
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
庶

民
衣
料
と
し
て
急
速
に
全
国
的
商
品
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
て

い
た
木
綿
は
、
甲
府
城
下
周
辺
農
村
に
お
い
て
も
第

一
に
あ
げ
ら
れ
る
小
商
品

生
産
で
あ
っ
た
。
甲
府
盆
地
中
西
部

（河
西
領
に
属
し
た
中
郡
筋

・
北
山
筋

。

西
郡
筋
）
を
主
産
地
と
し
た
木
綿
は
、
元
禄
五
年

（
一
六
九
二
）
に
甲
府
布
物

問
屋
の
取
扱
量
が

一
五
万
七
九
六
〇
反
に
上

っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
主
産
地
で

あ
り
米
作
地
帯
に
も
属
す
る
一
村
の
元
禄
四
年
の
訴
訟
文
書
に
、
「
近
年

ハ
穀

物

・
木
綿
等
下
直

二
而
御
年
貢
金
皆
済
成
兼
申
」
と
み
え
る
の
は
、
木
綿
は
米

穀
と
と
も
に
貢
租
の
金
納
部
分
に
あ
て
る
べ
き
主
要
な
換
金
生
産
物
で
あ
っ
た

の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
農
民
経
営
を
城
下
周
辺
農
村
に

一
般
化
し
て
み
る
こ
と

（
４
）

が
で
き
よ
う
。

延
宝
二
年

（
一
六
七
四
）
三
月
、
城
下
の
上
下
府
中
の
長
人
（後
の
町
名
主
）

と
町
年
寄
が
連
判
で
春
行
所

へ
提
出
し
た
願
書
に
つ
い
て
み
よ
う
。
寛
文
末
年

以
来
商
売
が
不
振
に
陥
り
、
と
く
に
二
。
三
年
来
城
下
で
売
買
す
る
茶

。
酒

・

小
間
物
な
ど
の
諸
商
い
は
半
減
し
、
し
か
も
去
年
は
在
方
農
民

へ
秋
収
穫
期
に

雑
穀
類
で
引
取
る
と
い
う
形
で
販
売
し
た
も
の
が
、
売
掛
け
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
た
め
に
、
飯
米
に
詰
ま
っ
て
難
渋
し
て
い
る
者
が
数
人
い
る
と
し
て
、
米
金

の
拝
借
を
願
い
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
城
下
の
商
人
が
在
方
農
民
に

商
品
を
売
る
と
き
、
現
金
に
よ
ら
な
い
取
引
形
態
で
、
当
時
の
農
村
経
済
の
実

態
と
の
か
か
わ
り
を
示
し
た
も
の
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
お
け

る
特
殊
条
件
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
寛

文

一
〇
年
以
来
甲
州
国
内
は
凶
作
が
続
き
、
こ
と
に
延
宝
元

・
二
年
は
非
常
な

飢
饉
に
見
舞
わ
れ
て
、
農
民
の
疲
弊
が
著
し
か
っ
た
こ
と
が
、
町
方
に
お
け
る

商
業
に
も
影
響
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
右

の
よ
う
な
現
物

（雑
穀
類
）
決
済
の
取
引
は
、
近
郷
農
民
と
の
間
に
特
定
商
品

に
つ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
か
、
凶
作
期
に
み
ら
れ
た
ご
く
特
殊
な
形
態
で
、
こ

れ
を
も

っ
て
町
方
商
人
と
在
方
農
民
と
の
間
に
お
け
る

一
般
的
な
取
引
形
態
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
前
述
の

「宿
取
改
書
上
」

や
在
方
に
お
け
る
小
商
品
生
産
の
展
開
、
次
に
み
る
背
負
小
商
人
の
活
動
か
ら

の
推
定
に
よ
る
。

ニ

城
下
に
東
接
す
る
板
垣
村
の
玉
屋
甚
兵
衛
と
松
木
五
兵
衛
は
上
層
農
民
で
商

人
化
し
た
存
在
で
あ
ろ
う
。
寛
文
六
年
彼
ら
が
背
負
商
人
の
運
上
請
負
を
出
願

す
る
背
景
と
な

っ
た
の
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
一
定
度
の
商
品
経
済
の
進
展

―
行
商
人
活
動
の
基
盤
の
拡
大
（行
商
人
の
増
加
）
―
に
あ
っ
た
。

「商
札
御
運
上
銭
年
々
指
上
ケ
申
候
所
、　
一
両
年
以
来
殊
外
在
々
指
詰
り
、

商
事

一
円
無
御
座
候
故
、
年
別

二
商
人
不
自
由

二
罷
成
申
候
、
就
夫
御
運
上
銭

雌
鰤
噂
囀
嘲
蝦
朧
人 二
滞
囀
韓
＃
磯
鶏
］
嗽
輛

「
す
巾
勲
之
（
、
脚
輩
」
弟
任
期
」
釘
漸
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年
以
来
、
町
方
と
り
わ
け
在
方
が
不
況
に
陥
り
、
商
売
が
振
わ
な
く
な

っ
た
た

め
、
生
活
に
困
第
し
た
背
負
小
商
人
が
、
景
気
の
回
復
す
る
ま
で
運
上
を
免
除

さ
れ
た
い
と
訴
訟
を
願
い
出
た
内
容
で
あ
る
。

彼
ら
の
実
態
は
、
元
来
資
金
の
と
ば
し
い
零
細
商
人
で
あ
っ
た
た
め
に
、
銭

二
〇
〇
文
か
ら
三
〇
〇
文
を
元
手
と
し
て
種
々
の
商
品
を
背
負

っ
て
行
商
活
動

に
従
事
し
、　
一
日
暮
し
の
生
計
を
立
て
る
者
た
ち
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
営
業
も

一
年
に
銭
三
〇
〇
文
ず
つ
の
運
上
を
上
納
し
、
商
札

（鑑
札
）

一
枚
を
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
活
動
が
許
さ
れ
る
仕
組
と
な

っ
て
い
た
。

彼
ら
の
営
業
区
域
は

一
日
行
程
の
近
在
で
あ
ろ
う
が
、
不
況
に
よ
る
商
売
の
不

振
と
い
う
の
は
、
前
述
の
延
宝
二
年
三
月
上
下
府
中
の
長
人
と
町
年
寄
の
連
判

に
よ
る
、
城
下
難
渋
の
店
商
人
の
米
金
拝
借
願
と
同
じ
経
済
的
背
景
に
あ
り
、

農
村
に
お
け
る
農
産
物
の
不
作
に
起
因
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
都
市

と
在
方
と
の
関
係
か
ら
、
農
村
の
不
況
が
都
市
商
業
に
直
接
影
響
を
も
た
ら
す

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
不
況
に
よ
る
商
売
不
振
を
ま
と
も
に
う
け
る
の

は
、
農
村
を
活
動
の
場
と
し
た
背
負
小
商
人
で
あ
っ
た
。
延
宝
元
年
か
ら
二
年

に
か
け
て

「餓

二
お
よ
ふ
体

二
罷
成
」
り
、
運
上
銭
の
上
納
に
差
支
え
る
者
が

多
数
と
な
っ
た
。

連
上
赦
免
願
は
、
四
月
に
は
背
負
商
人
の
居
住
す
る
四
一
町
の
長
人
か
ら
、

そ
の
申
立
に
相
違
な
い
こ
と
を
認
め
た

一
札
が
町
年
寄
に
差
出
さ
れ
、
や
が
て

上
下
府
中
の
背
負
惣
小
商
人
と
惣
長
人
連
印
の
訴
状
が
奉
行
所
あ
て
提
出
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
は
坂
田
与

一
左
衛
門
と
新
保
三
左
街
円
の
両
町
年

寄
、
次
い
で
町
奉
行
の
渡
辺
弥
兵
衛

・
竹
川
監
物
の
奥
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
訴
訟
に
示
さ
れ
た
延
宝
二
年
ま
で
の
運
上
の
滞
納
は
続
い
た
。
同
六
年

の
玉
屋
甚
兵
衛
の

「商
人
札
銭
未
進
書
上
」
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
る
と
未
進
者
は
下

一
条
町

一
名
、
西

一
条
町

一
〇
名
、
横
近
習
町
三
名
、

工
町
七
名
、
川
尻
町
三
名
、
そ
の
ほ
か
町
名
不
明
の
者

一
一
名
で
計
三
五
名
で

あ
る
。
未
進
の
札
銭
枚
数
は
六
七
枚
分
で
あ
る
が
、　
一
年
分

（
一
枚
）
か
ら
二

年
分

。
三
年
分
に
わ
た
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
未
進
枚
数
と
未
進
者
数
は

一
致

し
な
い
。
こ
う
し
て
商
札
未
進
の
六
七
枚
の
う
ち
、
同
年
九
月

一
二
日
に
納
め

ら
れ
た
枚
数
は
四
五
枚
分
で
、　
一
枚
に
つ
き
三
六
八
文
ず
つ
で
一
六
貢
五
六
〇

文
、
こ
の
小
判
三
両
三
分
銭
七
四
文
で
あ
る

（札

一
六
枚
に
つ
き
小
判

一
両

一

分
替
）
。
次
い
で
同
年

一
二
月

二
四
日
に
納
め
ら
れ
た
の
は

一
〇
枚
分
で
三
貫

七
〇
〇
文
と
な

っ
て
い
る
。
本
来
の
運
上
銭
三
〇
〇
文
が
三
六
八
文

・
三
七
〇

文
と
な

っ
て
い
る
の
は
滞
納
に
よ
る
利
息
が
加
え
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
て
四
五
枚
分
と

一
〇
枚
分
の
合
計
五
五
枚
分

（
こ
の
小
判
四
両

一
分
永
四

七
文
）
が
納
入
済
み
と
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
残
り
の
一
二
枚
分
は
七
名
の
退

転
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
退
転
に
つ
い
て
は

「酉

（
天
和
元
年
）
ノ
七
月
迄

か
ゝ
り
倉
義
仕
候
」
と
あ
る
が
、
結
局
は
未
進
に
終
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
本
稿
が
依

っ
て
い
る
史
料
は
、
運
上
銭
赦
免
願
と
運
上
銭
未
進
関
係
に

限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
背
負
小
商
人
の
実
数
は
把
握
し

え
な
い
。
た
だ
赦
免
願
の
訴
訟
の
際
に
差
出
さ
れ
た
覚
に
、
「我
等
共
町
ニ
ハ

小
商
人
壱
人
も
無
御
座
」
と
記
す
上
府
中
の
六
町
を
除
け
ば
、
前
記
の
四
一
町

に
は
広
く
背
負
小
商
人
の
居
住
が
推
定
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
前
述
の
よ
う
に
延

宝
初
年
の
運
上
札
銭
未
進
の
際
に
、
町
方
と
は
別
に

一
蓮
寺
地
内
に
お
い
て
も

五
五
枚
分

（
四
両

一
分
永
四
七
文
）
の
未
進
分
が
あ
り
、
町
方
同
様
の
取
立
が

行
わ
れ
て
い
る
が
、
同
地
内
で
は
ほ
か
に

一
一
枚
分
が
退
転
者
に
よ
る
も
の
で

あ
つ
た
こ
と
か
ら
、
城
下
南
端
の
一
蓮
寺
地
内
町
に
は
小
商
人
の
集
中
が
き
わ

立

っ
て
い
た
と
い
え
る
。

寛
文

。
延
宝
期
に
は
農
村
居
住
の
背
負
商
人
の
活
動
も
あ
っ
た
。
甲
府
藩
領

で
は
寛
文
検
地
に
よ
る
打
出
し
と
、
寛
文

一
〇
年
来
の
不
作
を
も
無
視
し
た
収
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奪
強
化
が
原
因
し
て
、
領
民
に
よ
る
江
戸
桜
田
屋
敷

へ
の
強
訴
が
惹
起
さ
れ
た

の
が
同

一
三
年
春
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
藩
の
苛
政
の
一
つ
に
、農
間
の
わ
ず
か

ば
か
り
の
商
売
に
近
年
運
上
が
賦
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
え

（て跡
る
の

は
、
在
方
農
民
の
間
に
生
ま
れ
た
背
負
商
人
の
活
動
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

三

こ
の
時
期
に
お
け
る
城
下
町
方
人
口
の
増
大
は
、
小
農
自
立
の
進
展
に
と
も

な
い
領
内
農
村
か
ら
の
農
民
を
主
と
し
た
人
口
流
入
で
あ
り
、
不
安
定
な
小
農

経
営
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
没
落
農
民
や
奉
公
人
放
出
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

都
市
貧
民
層
の
形
成
が
漸
次
進
め
ら
れ
る
が
、
彼
ら
の
多
く
は
場
末
町
や
門
前

な
ど
で
町
場
化
す
る
地
域
に
滞
留
す
る
。
生
業
は
小
商
売

。
日
雇

・
小
作
な
ど

で
あ
る
。

小
額
資
金
に
よ
る
商
業
活
動
と
し
て
日
常
消
費
物
資
の
販
売
に
あ
た
る
背
負

小
商
人
は
、
都
市
経
済
の
発
達
と
農
村
に
お
け
る
小
農
経
営
の
全
般
的
展
開
を

基
盤
に
こ
の
時
期
に
族
生
す
る
◇
彼
ら
が
在
方
で
対
象
と
し
た
農
村
経
済
は
、

木
綿
生
産
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
小
商
品
生
産
を
展
開
さ
せ
な
が
ら
も
、
小
農
経

営
の
脆
弱
性
を
多
分
に
示
し
、
災
害
な
ど
に
よ
る
農
民
経
済
の
破
綻
が
、
と
き

に
は
町
方
商
業
と
の
か
か
わ
り
も
現
物
決
済
の
手
段
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
よ
う
な
事
態
さ
え
生
ず
る
不
安
定
さ
を
抱
え
た
も
の
で
あ

っ
た
。
寛
文
末
年

以
来
の
不
作
に
よ
る
農
村
の
不
況
が
、
そ
の
ま
ま
背
負
小
商
人
の
営
業
の
不
振

に
結
果
し
て
、
運
上
銭
未
進
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
運
上
未
進
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
農
村
部
に
近
接
す
る
城
下
南
部
の

西

一
条
町
や
東
部
の
工
町
に
多
い
の
は
、
場
末
町
に
居
住
す
る
貧
民
層
＝
借
家

層
の
存
在
を
推
定
さ
せ
、
ま
た
南
端
の
一
蓮
寺
地
内
が
都
市
下
層
民
を
抱
え
て

町
場
化
が
進
む
の
が
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
背
負
小
商

人
の
存
在
形
態
、
あ
る
い
は
都
市
商
業
や
都
市
内
に
お
け
る
階
層
分
化

の
問

題
、
農
村
に
お
け
る
商
品
生
産
の
展
開
と
の
か
か
わ
り
は
、
元
禄
期
以
降
甲
府

城
下
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
把
握
で
き
る
か
が
次
の
課
題
と
な
る
。

注
貞
享
五
年

「御
公
用
之
留
」
（坂
国
家
文
書
）

『
甲
州
文
庫
史
料
』
第
二
巻

。
甲
府
町
方
編
所
収

「坂
口
日
記
抄
」
台
甲
斐
叢
書
』
第

一
巻
）

河
西
領
に
お
け
る
寛
文
―
元
禄
期
の
木
綿
生
産
に

つ
い
て
は
飯

田

『
近
世
甲
斐
産
業
経
済
史
の
研
究
』
二
一
五
頁
以
下
に
詳
し
い
。

山
梨
県
立
図
書
館
蔵

・
甲
州
文
庫

中
井
信
彦

『幕
藩
社
会
と
商
品
流
通
』

一
一
九
十
二
〇
頁

以
下
本
稿
で
引
用
す
る
史
料
は
特
記
し
な
い
か
ぎ
り
甲
州
文
庫
に
よ

Ｚω
。延
宝
九
年

「御
公
用
諸
事
之
留
」
（坂
国
家
文
書
）

飯
田

「寛
文

・
延
宝
期
に
お
け
る
甲
州
国
中
地
方
の
百
姓

一
揆
」

３
日
本
歴
史
』
第
二

一
八
号
）

（市
史
編
さ
ん
委
員
）

765 43219  8


